
別記１ 

業 務 概 要 書 

１ 業務概要 

（１）業務名 

    トンネル点検業務委託（道維・維補） 

 

（２）業務箇所 

    いわき市田人町南大平字川平地内外（四時トンネル外）（国道２８９号外） 

 

（３）業務箇所に関係する管内 

    いわき建設事務所管内 

 

【位置図】 
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№ 道路
種別

路線名 トンネル名 トンネル
延長
(m)

トンネル
点検面積
(m2)

所在地
（トンネル起点側）

※前回点検結果より

1 いわき 建設 主 江名・常磐線 大沢トンネル 87.3 1,442.2 いわき市江名字藪倉
2 いわき 建設 主 いわき・上三坂・小野線 泉トンネル 203.0 4,736.2 いわき市泉町本谷字作
3 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 豊間トンネル 126.3 2,101.6 いわき市平豊間字榎町
4 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 安竜トンネル 141.0 2,346.2 いわき市江名字風越
5 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 中ノ作南トンネル 96.4 1,897.2 いわき市永崎字馬越前
6 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 中ノ作北トンネル 194.3 3,631.5 いわき市中之作字戦
7 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 新江名トンネル 165.7 2,747.3 いわき市江名字天ヶ作
8 いわき 建設 主 小名浜・四倉線 合磯トンネル 195.0 3,244.8 いわき市江名字藪倉
9 いわき 建設 主 小名浜・平線 八ツ坂トンネル（上り） 180.0 3,412.8 いわき市平下荒川
10 いわき 建設 主 小名浜・平線 八ツ坂トンネル（下り） 180.0 3,412.8 いわき市平下荒川
11 勿来 土木 国 289号 四時トンネル 1,439.0 24,275.9 いわき市田人町南大平川平
12 勿来 土木 主 いわき・石川線 御斎所トンネル 685.2 11,706.7 いわき市遠野町大平美古
13 勿来 土木 国 289号 辺栗トンネル 797.0 13,445.4 いわき市田人町南大原江尻
14 勿来 土木 主 いわき・上三坂・小野線 遠野トンネル 1,030.0 16,819.9 いわき市遠野町入遠野字久保目
15 いわき 建設 主 小名浜・小野線 岡小名トンネル（上り） 142.6 2,683.7 いわき市小名浜岡小名
16 いわき 建設 主 小名浜・小野線 岡小名トンネル（下り） 142.6 2,683.7 いわき市小名浜岡小名
17 いわき 建設 主 小名浜・小野線 相子島トンネル（上り） 348.8 6,564.4 いわき市小名浜岡小名
18 いわき 建設 主 小名浜・小野線 相子島トンネル（下り） 346.0 6,511.7 いわき市小名浜岡小名
19 いわき 建設 一 白岩・久之浜線 白岩トンネル 203.0 3,869.2 いわき市四倉町白岩
20 勿来 土木 国 289号 根室トンネル 218.0 4,050.8 いわき市田人町旅人字荷路夫
21 勿来 土木 主 いわき・石川線 御斎所洞門 177.0 3,032.0 いわき市遠野町大平字皿貝
22 勿来 土木 主 いわき・石川線 皿貝トンネル 617.0 10,587.7 いわき市遠野町大平字皿貝
23 いわき 建設 一 四倉・久之浜線 江之網トンネル 108.0 1,792.8 いわき市久之浜町田之網
24 いわき 建設 一 四倉・久之浜線 波立トンネル 127.0 2,108.2 いわき市久之浜町田之網
25 いわき 建設 一 四倉・久之浜線 原見坂トンネル 136.0 2,475.2 いわき市久之浜町金ヶ沢
合計 8,086.2 141,579.9

事務所名
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（４）業務内容 

 

② 種  別  土木設計 

 

②業務内容  トンネル点検 Ｎ＝２５箇所 

 

③工期（予定）令和６年７月～令和７年３月 

  

２ 業務の背景・目的・課題等 

（１）業務の背景 

    道路トンネルの損傷状況や路線の重要度等を基に、修繕優先度及び修繕費用等を

明確化することで、維持管理予算に制約がある中においても、利用者に被害を及ぼ

すことがなく、快適な利用を継続できるよう、トンネルを適切に維持管理するため

の福島県道路長寿命化計画（第４：トンネル部門）を平成２３年３月に策定した。 

その後の道路法施行規則改正等を受けて、５年に一度の近接目視点検を実施する

もの。 

   

（２）業務の目的 

    道路トンネルを正常な状態及び機能を保全するために定期点検を実施するもの。 

 

（３）業務の課題 

維持管理予算、現場状況等制約がある中で、５年に一度の近接目視点検並びに修

繕を着実に進めていくためには、より効率的な状態把握及び健全性診断、並びに修

繕手法を選定する必要がある。 

 

３ 評価テーマ 

新技術を利用した状態把握及び健全性診断 


